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大規模小売店舗立地法関連手続きの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
か
月
以
上
前 

２
か
月
以
内 

（公告・４か月間縦覧） 

（公告・１か月間縦覧） 

事前相談書の提出 

市より事前相談書に対する指摘事項等の通知、

説明会開催回数等の通知 

新増設等の届出《法５条・法６条》 

届出者による住民等への説明会開催《法７条１項》 

４
か
月
以
内 

８
か
月
以
内 

市協議会 

市の意見《法８条４項》 

手続終了 

あり（公告・１か月間縦覧） 

なし 

当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知《法８条７項》 

（届出者による自主的対応策の提示） 

市の勧告《法９条１項》 
なし 

手続終了 

あり（公告） 

届出者による必要な変更に係る届出《法９条４項》 

当該届出が勧告に従っていない場合 公表《法９条７項》 （公告） 

２
か
月
以
内 

市協議会 

１
か
月
以
内 

事前協議 

概要説明 

※渋滞緩和措置等の協議 
 

※新増設等の届出から８か月経過せずとも 
新設あるいは変更可能 

【関係課への意見照会】 

【関係課への意見照会】 

【学識経験者及び関係課の出席】 
 

【関係課の出席】 
 

【学識経験者及び関係課の出席】 
 

【関係課への意見照会】 
 

【関係課への意見照会】 

出店計画書の届出 

６
か
月
前 

２
か
月
以
内 

出店計画書の説明会 

・地域貢献計画書の届出 

・地域貢献に関する窓口の設置 

（窓口設置届出書の提出） 

４
か
月
以
内 

地域貢献計画書の説明会 

「大型店の立地に関するガイドラ

イン」に基づき必要となる手続き 

「大規模小売店舗立地法」及び「熊本市大規模小売

店舗立地法運用要綱」に基づき必要となる手続き 

地域貢献に関する協議会の設置 

２
年
後 

３
か
月
後 

１
年
後 

地域貢献に関する協議会の開催 

地域貢献に関する協議会の開催 

地域貢献に関する協議会の開催 

 
 

届出予定者より上記指摘事項等への回答の提出 

地元住民等の意見提出（任意）《法８条２項》 

市より学識経験者の意見聴取 

 

届出者による説明会開催計画書の提出 

１
週
間
以
上
前 

届出者による説明会等実施状況報告書の提出 

１
０
日
以
内 

（公告・４ヶ月間縦覧） 

※
新
増
設
等
の
８
か
月
制
限 

※
新
増
設
等
の
２
か
月
制
限 

（公告・４ヶ月間縦覧） 

市協議会 【学識経験者及び関係課の出席】 

１
か
月
以
内 

※市の勧告に対する「届出者による必要な変更に係る届出」がなされない場合も公表。 

※市ＨＰ等で公表 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

出店後速やかに 

協議会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

協議会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

※市ＨＰ等で公表 

市より学識経験者の意見聴取 

 

市より学識経験者の意見聴取 

 

※既設の特定大型店は事実発生後、速やか
に届出及び窓口の設置 

協議会結果報告書の提出 

市より近隣市町（１km圏内）への情報提供 

届出者による説明会開催公告《法７条２項》 
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1 
（仮称）スーパーキッド植木店 

市の意見案と考え方 

  新 設  

 1.店舗名称：（仮称）スーパーキッド植木店                             

 2.所 在 地：熊本市北区植木町岩野字市場後１１１４番 外 

 3.届出内容：新設 

(1) 設置者：株式会社大石企画（福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目２５番７号） 

(2) 新設年月日：令和６年５月２２日 

(3) 店舗面積：１，１４０㎡ 

(4) 駐車場台数：４６台 

(5) 駐輪場台数：１０台 

(6) 荷さばき施設面積：５０㎡ 

(7) 廃棄物保管施設容量：１０．８㎥ 

(8) 営業時間：午前９時００分～午後１１時００分 

(9) 駐車場利用可能時間帯：午前８時３０分～午後１１時３０分 

(10)荷さばき可能時間帯：午前６時００分～午後１０時００分 
 

4. 手続き 

状況 

 届出日 縦覧期間 市の意見通知期限  

 令和５年９月２１日 令和５年１０月３日～令和６年３月１４日 令和６年５月２１日 

 

5.意見等 

○：あり 

×：なし 

住 民 等 
学識経験者 

（内野委員） 

学識経験者 

（荒井委員） 

学識経験者 

（磯田委員） 

 

 

 

 
× ○ ○ ○ 

 

 

 

県警交通規制課 危機管理課 生活安全課 地域教育推進課 環境政策課 

○ × × × ○ 

水保全課 事業ごみ対策課 商業金融課 都市政策課 みどり政策課 

× ○ × × ○ 

交通企画課 自転車利用推進課 建築指導課 開発指導課 市街地整備課 

× × × ○ × 

都市デザイン課 
土木総務課 

（北区土木センター） 

○ × 

 

【資料１－１】 

意見等総数 

１４件 



６.関係課等による指摘事項に対する設置者の回答及び本市意見としての取扱

Ⅰ.設置者、建物等の概要　

　指摘事項なし

Ⅱ.「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく確認項目

 １.駐車需要の充足等

担当課 熊本県警察本部交通規制課

指摘事項

交通渋滞等周辺道路に影響を及ぼす状況が生じた場合には、速やかに関係機関と協議の上、必
要な対策を講じていただきたい。

（理由）
交通の安全と円滑のため

設置者回答
出店に伴い交通障害等が生じた場合には、速やかに関係機関と協議の上、必要な対策を講じて
まいります。

留意事項として付記

→（1）

 ２.騒音の発生に係る事項

担当課 環境政策課

指摘事項

熊本県生活環境の保全等に関する条例に定める騒音の特定施設である室外機の圧縮機（原動
力の定格出力が2.25kW以上のもの）の設置が予定されていますので、設置工事の開始日の30日
前までに、同条例第44条第1項に基づく騒音特定施設の設置届を提出してください。

(理由)
熊本県生活環境の保全等に関する条例第41条第1項に定める騒音の特定施設である室外機の
圧縮機（原動力の定格出力が2.25kW以上のもの）の設置が予定されているため。

設置者回答 当該工事前に設置届を提出致します。

記載しない。

担当課 環境政策課

指摘事項

騒音により近隣の生活環境が損なわれることがないよう配慮するとともに、近隣の住民から苦情
があった場合には、適切な対応をお願いいたします。

(理由)
熊本県生活環境の保全等に関する条例第3条及び熊本市公害防止条例第3条に基づき、事業者
は事業活動に伴う公害を防止する責務が生じるため。

設置者回答
届出書に記載した対策を実施し、周辺地域の生活環境の保全に努めます、
開店後、苦情等が発生した際には、発生源対策を含め誠意をもって対応いたします。

留意事項として付記

→（2）

担当課 事業ごみ対策課

指摘事項

消費期限内に販売できず、廃棄処分となる可能性のある食品がある場合については、フードバン
ク活動団体等に提供していただくなど、食品ロス削減の取組にご協力をお願いします。

【理由】　
本市では、「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく食品ロス削減推進計画において2000
年度比で2030年度までに半減を目標に掲げ取組を推進しているため。また、同法において、事業
者は、食品ロス削減に積極的に取り組むことが求められているため。

設置者回答 食品ロス削減に取組みます。

記載しない。

 ３.廃棄物に係る事項等

取 扱
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1

取 扱

取 扱

2

3

取 扱
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担当課 事業ごみ対策課

指摘事項

「熊本市事業系廃棄物の減量化及び再資源化に関する指導要綱」で規定する多量排出事業者に
該当する場合には、廃棄物減量・リサイクル責任者を選任し、廃棄物減量・リサイクル計画書を作
成して本市に提出してください。なお、該当するかについては、事業ごみ対策課にご確認くださ
い。

【理由】　
事業系廃棄物の減量化及び再資源化を推進することにより、資源循環型社会の構築に資するこ
とを目的として上記要綱を定め、取組を推進しているため。

設置者回答 多量排出事業者に該当するかについては、事業ごみ対策課に確認します。

記載しない。

 ４.街並みづくり等への配慮等

担当課 学識経験者

指摘事項

敷地内の緑化計画面積（664.76㎡）は、熊本市条例の目標面積（327.80㎡）を満足しています。緑
化実施に当たっては、芝生やフェンス緑化だけでなく、樹木（高木・中木・低木）を植栽するようにし
てください。この事は景観修景のみならず、防塵・防音・防風などの微気候の緩和に資すると考え
られます。

設置者回答 緑化の内容について、見通しを考慮し、芝や緑化フェンスとしております。

留意事項として付記

→（3）

担当課 学識経験者

指摘事項 緑地には樹木の植樹をお願いします。

設置者回答 緑化の内容について、見通しを考慮し、芝や緑化フェンスとしております。

留意事項として付記

→（3）

担当課 学識経験者

指摘事項
建物の色彩・色調について（立体図には建物の色彩が示されていない）、市景観条例に基づき、
周辺の住環境との調和が保持されるように、建物の色彩・色調には十分配慮すること。

設置者回答 建物の色彩・色調に配慮します。

記載しない。

担当課 学識経験者

指摘事項 建築の立面図がありません。

設置者回答 添付します。

記載しない。

担当課 学識経験者

指摘事項
駐輪場について
・自転車の駐輪場が使い難いのでは（店舗入口から遠い）。
・駐車場17番のスペースは自転車の導線として安全上開けておくほうがよいのでは。

設置者回答 開店後の状況をみながら対応いたします。

留意事項として付記

→（4）

8
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担当課 都市デザイン課

指摘事項

大規模行為届出（番号：大2023-098号）を提出いただいております。変更がある場合は、その都
度大規模行為変更届出の提出をお願いします。

（理由）
景観法、熊本市景観条例及び熊本市景観計画

設置者回答 変更がある場合は、変更届出を提出します。

記載しない。

担当課 都市デザイン課

指摘事項

建物及び敷地内に屋外広告物を設置する場合は、都市デザイン課と事前協議を行い、必要に応
じて許可申請を行ってください。

（理由）
屋外広告物法及び熊本市屋外広告物条例

設置者回答 屋外広告物許可申請を行います。

記載しない。

担当課 みどり政策課

指摘事項

開発にかかる緑化協議にて、一部フェンスへの緑化の申請もあるため、適切に施工、管理されま
すようお願いします。

（理由）
申請内容に沿った適切な緑化のため。

設置者回答 適切に施工、管理します。

記載しない。

担当課 開発指導課

指摘事項

当該地区は市街化区域であるため、実測面積が1,000㎡以上の敷地で建築物又は特定工作物の
建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合には、都市計画法第29条に基づ
く開発許可が必要です。
※令和5年6月29日に開発許可済です。

設置者回答 開発許可済です。

記載しない。

　指摘事項なし

Ⅲ.その他指摘事項

11

取 扱

12

取 扱

14

取 扱

13

取 扱

4
（仮称）スーパーキッド植木店
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（仮称）スーパーキッド植木店 

 

7.市の意見(案) 

 

【大規模小売店舗】 

 

（仮称）スーパーキッド植木店 

 

 

 

【市の意見】 

 

届出に対する市の意見はなし。 

 

 

 

【留意事項】 

 

（1）交通渋滞等周辺道路に影響を及ぼす状況が生じた場合には、速やかに関係機関 

と協議の上、必要な対策を講じること。 

 

（2）騒音により近隣の生活環境が損なわれることがないよう配慮するとともに、近 

隣の住民から苦情があった場合には、速やかに関係機関と協議を行い、必要な 

対策を講じること。 

 
（3）緑化実施に当たっては、芝生やフェンス緑化だけでなく、可能な限り樹木（高 

木・中木・低木）を植栽すること。 

 

（4）駐輪場について、開店後の状況をみながら、安全上問題が生じた場合は、速や 

かに関係機関と協議の上、駐輪場周辺の駐車場も含めた配置の見直し等の検討 

を行うこと。                             
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資料－３　平面図兼配置図 Ｓ：1/400
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案内表示看板
（入口専用）

案内表示看板
（出口専用）

凡例 視認性確認

2m

120°

2m

120°

縦断勾配
2.9%

交差点までの距離
ｗ=6.5ｍ

Ａ
ＬＥＤ投光器　器具専用ポール取付
ＬＥＤ投光器ＨＩＤ４００Ｗクラス

投光器型アームＢ：ＮＡ－０２（取付金具　Ｆ１　ＴＦＢ－２８１）
ＣＴＳ４００－５０ＨＣ（ポール　Ｆ１　ＰＤ－５５－５３０Ｗ）

ポール ５．５ｍ（塗装）

凡 例 屋外照明　　
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▽上弦材

▽下弦材

▽最高の高さ

▽FL

△設計GL

▽上弦材

▽下弦材
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資料－１０　立面図 Ｓ：1/200
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